
市 立 函 館 病 院 職 務 住 宅 事 務 処 理 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ，市 立 函 館 病 院（ 以 下「 病 院 」と い う 。）

に お け る 診 療 等 の 業 務 の 円 滑 な 遂 行 に 資 す る た め ，病 院 に

勤 務 す る 医 師 ま た は 歯 科 医 師 お よ び 公 営 企 業 管 理 者（ 以 下

「 管 理 者 」 と い う 。 ） が 特 に 認 め る も の （ 以 下 「 職 員 等 」

と い う 。）を 居 住 さ せ る 職 務 住 宅 の 管 理 に 関 し ，函 館 市 病

院 局 職 務 住 宅 管 理 規 程 （ 平 成 １ ８ 年 病 院 局 規 程 第 ３ １ 号 。

以 下「 規 程 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 位 置 ）  

第 ２ 条  職 務 住 宅 の 位 置 は ，病 院 か ら お お む ね ２ キ ロ メ ー ト

ル 以 内 と す る 。た だ し ，管 理 者 が 特 に 認 め る 場 合 は ，こ の

限 り で な い 。  

（ 指 定 ）  

第 ３ 条  管 理 者 は ，規 程 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 程 に よ り 職 務 住 宅

に 入 居 さ せ る 職 員 等 を 指 定 し た と き は ，別 記 様 式 の 市 立 函

館 病 院 職 務 住 宅 居 住 指 定 書 を 当 該 指 定 し た 職 員 等 に 交 付

す る も の と す る 。  

（ 貸 付 料 ）  

第 ４ 条  規 程 第 ５ 条 第 ３ 項 の 管 理 者 が 別 に 定 め る も の は ，次

の と お り と す る 。  

  

種           別  貸 付 料  

診 療 応 援 に 来 院 す る 医 師 も し く は 歯 科 医 師  無  料  

医 療 系 大 学 か ら 実 習 に 来 院 す る 学 生  無  料  

そ の 他 管 理 者 が 特 に 認 め る 者  無  料  

 

 



（ 居 住 者 の 禁 止 行 為 ）  

第 ５ 条  規 程 第 ７ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 職 務 住 宅 の 管 理 上 不 適

当 な 行 為 は ， 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）秩 序 も し く は 風 紀 を 乱 し ，ま た は 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ

す 恐 れ が あ る と 認 め ら れ る 行 為  

（ ２ ） そ の 他 前 号 に 類 す る 行 為  

（ 費 用 の 負 担 区 分 ）  

第 ６ 条  規 程 第 ８ 条 第 ４ 号 の 居 住 者 が 負 担 す る こ と が 相 当

と 認 め ら れ る 費 用 は ， 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 居 住 す る 職 務 住 宅 に 係 る 損 害 保 険 料  

（ ２ ） 電 話 に 係 る す べ て の 費 用  

（ ３ ） 退 去 に 伴 う 清 掃 お よ び 消 毒 に 係 る 費 用  

２  規 程 第 ８ 条 各 号 に 掲 げ る 費 用 に つ い て は ，第 ４ 条 に 掲 げ

る も の か ら は 徴 収 し な い も の と す る 。た だ し ，規 程 第 ８ 条

第 １ 号 の 費 用 に つ い て ，故 意 ま た は 重 大 な 過 失 に よ る 場 合

は こ の 限 り で な い 。  

（ 職 務 住 宅 の 移 転 ）  

第 ７ 条  規 程 第 ９ 条 第 １ 項 の 管 理 上 必 要 と 認 め る 場 合 は ，次

の と お り と す る 。  

（ １ ） 管 理 者 が 認 め る 場 合  

（ ２ ）職 員 等 の 世 帯 構 成 が 変 更 し た こ と 等 の 明 確 な 理 由 よ

り ，現 在 居 住 し て い る 職 務 住 宅 と 異 な る 間 取 り の 職 務

住 宅 を 職 員 等 が 要 望 す る 場 合  

 

  附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 １ ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



  附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


